
（11）rt期嘉か書■■肘粛●J及び「本日の■■内奪の暮点Jについての鶉iや鷺1  
（10）t期書簡書幹■料の暮走蘭徽の鯵■書に対する濃足魔の責化   

後期高齢者診療計画書を渡されるようになった酌と後で、計画書を渡される医師   

から受けた診療などについて満足度の変化をみると、「変わらない」（71．4％）が最   

も多く、次いで「満足に思うようになった」（20．7％）である。  

飼養2－33 牡期嘉II書鯵■料の暮走前機の鯵■書に対する濃足丘の責化  

ロ畿期嘉■竃鯵■什甘暮について （♯件■：糾）  

・毎月は不要（9件）  

・今後のスケジュールが分かって良い（1件）  

・治療方針や履腰がわかってよい（1件）  

・口頭で説明があれば良い（1件）  

・内容が具体的でない（1件）  

□本日の鯵■内書の暮一引こついて （総件数：糾）  

・毎月は不要（6件）  

・本人が検査結果を覚えていないので都合が良い（2件）  

・いつも同じことしか辛いてない（2件）  

遍足tt  

（N＝20：l〉   

後期高齢者診療計画書を渡されるようになってから、診煉時間が「長くなった」  

と答えた患者が感じる満足度の変化は、「変わらない」（61．1％）が最も多く、次い  

で「満足に思うようになった」（25．0％）である。  

圃よ2－81■■ヰ間が「よくなったJ■書の漬足よの嚢化  

】■足虞  （H；〕l）  

○ヽ   lOヽ   20ヽ   ユ○ヽ   ●○ヽ   50ヽ  l仇   TOヽ   80ヽ   90ゝ  l00ヽ  

⊂Iとても■足   ●■足   ■彙わらない   ○不濃   ■とても不義  

医師の診療などに満足している患者が感じるよかったと思うことは「治療方針な  
ど今後のことがわかりやすくなった」（66．0％）が最も多く、次いで「医師から受け  

る病状などの説明がわかりやすくなった」（62．3％）である。  

四轟2・ユ5 1足している1書の■じるよかったと息うこと  

（NT51） ○れ l00■JO仇I00ヽ 仙○ヽ，○飢 ■○飢 700ヽ  

丁 ■■轟、もtけも■tlなどの1●l轟t   

わ血＼リサ丁くなった   

イ ■■方l†など●暮のことが   

わ1トリやナくなった   

り ■になったことや■み暮   
Il■しや▼くなった  

エ ★心してufお（れ●▲うになった   

■ ■■●●■■軋ハこ■▼●   

tllが■tった   

力 ■の●川t▲■■事に朽ウた■、■分の扶及暮  ■■しや▼くなった  
● ●○・■  

ク ょかヮたと■うことはない  
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針など今後のことがわかりやすくなった」「医師から受ける病状などの説明がわかりや  
すくなった」であった（図表2】27）。また、後期高齢者診療計画書を渡されるようにな  

ってから「よかったと思うことはない」と答えた患者が感じる算定彼の気になった点・  
疑問点は、「気になったり疑問に思ったことはない」「説明があれば定期的に書類をもら  

わなくてもよい」等である（図表231）。   

後期高齢者診撹計画書を渡されるようになった前と後で、計画書を渡される医師から  

受けた診療などについて満足度の変化をみると、「変わらない1が最も多く、次いで「浦  

足に思うようになったj であった（図表233）。満足している患者が感じるよかったと  

思うことはr治蝶方針など今後のことがわかりやすくなったJ「医師から受ける病状な  

どの説明がわかりやすくなった」である（図表235）。  

6．まとめ  

本調査では、新設された後期高齢者診療科による、治療の内容や患者の受診行動の変  

化を把握するために、後期高齢者診療科の届出を行っている医療機関、および当該医療  

機関において後期高齢者診療科の算定を受けた患者に対して調査し、その状況を把握し  

た。   

施設調査では、回答施設の10．5％が後期高齢者診席料を算定しており、そのうちの  

54．0％が在宅療養支援診探所であった（図表l6、卜7）。   

後期高齢者診療科を算定している施設は、連携している関連施設が3～5施設である  

ところが多く、また、高齢者担当医の医師数は平均が1．39人であった（図表卜9、1－11）。   

後期高齢者診療科を算定している施設では、外東患者総数に占める75歳以上：患者数  

割合が前年度に比較して増加しているところが多い（図表112）。   

後期高齢者診療料を算定している患者数を主病別にみると、「高血圧性疾患」が59．1％、  

「脂質異常症」が15．5％、「糖尿病」が6．6％を占めている（図表123）。   

算定患者の通院回数や検査頻度などの回数変化をみると、いずれの主病においても  

「変化なし」が75％前後から85％前後を占めるが、「生活機能の検査頻度」及び「身体  

計測の頻度」は「増加」が12％から19％程度あり、他の検査頻度に比べるとやや大き  

い（図表115）。その変化の理由は、「必要な検査等の見直しを行ったためJあるいは「定  

期的な後期高齢者診療計画書の作成により、医学管理が行いやすくなったため」があげ  

られるが、いくつかの検査では回数の減少理由としても「必要な検査等の見直しを行っ  

たため」があげられていた（図表116）。   

後期高齢者診席料の算定による効果については、「ほとんど効果はない」と回答した  

施設が3割前後あるが、「患者の心身の状況や疾患について総合的な管理を行うこと」  

や「患者の心身の状況や疾患の経過について継続的な管理を行うことlについては効果  

があるとした施設がそれぞれ3割を超えている（図表119）。   

後期高齢者診療科の算定を行っていない施設は、その理由として「患者が後期高齢者  

診棟料を理解することが困難なためJが最も多く、次いで「他の医療機関との調整が開  

難なためj、「患者に必要な診療を行う上で現行点数（600点）では阻撰挺供コストをま  

かなうことが困難なため」などであった（図表130）。  

患者調査では、後期高齢者診療科の算定患者の約8割が75歳→84歳であり、通院し  

ている期間は6年以l二が多かった（図表23、24）また、後期高齢者診療計画書に書  

かれている病名数は平均で2．75個であり、主病は「高血圧性疾患」が最も多く、次い  

で「糖尿病」が多かった（図表26、27）。   

後期高齢者診療計画書を渡されるようになった前と後で、通院回数や検討可数、処方  

される薬の数、診療にかかる時間を比較すると、多くの患者は変わっていないと回答し  

ているが、診療にかかる時間は長くなったと回答した患者が17％程いた（図表211～  

2－25）。   

後期高齢者診療計画書を渡されるようになってから、よかったと思うことは「治療万  

一38－  －39一   



■後期高齢者診療科にⅦしてご意見がございましたら自由にお■き下さい。   

17  個人の璽珠言今積所てiま後期席齢者だけ別件で診礁することi－1㈹醸であるへ   

川  二の制度け拙筆ける∴とが凶離である、，   

1り  塙＝t＝しているか、隕定したことなし   

20  届出のみで全く降定していないし   

2】  、・り了とLては、l人のP†を2人以上の専門医で診ていることが多く、1人が後期高齢者の簡定  

をすると他ができなくなり、イニ郡合′全体で算定しないこととした∴づ方9Fのど′レで36もが  

開業しており、内、内科が16名重なり合って診ている。   

22  前期・後期等高齢者を分顎することに反対します－   

23  ・高齢者ヰ，、疾患の少ない万とたくさんの合併症のある方と様々です。そのため診頒署周作号、  

大きく鞄なります。また、患者様方■御本人ヰ、、それぞれの疾患を専門暦にし′）かりと診て隼）ら  

いたいとやilり複敬の医僚機関を受診されますので、どこの施設が‡三治仮になるか澗軌i困難  

ですっ・診蝶の内容ヰJ、計画苔を渡すだりで、本来安く済む医療費が逆に高くなってしまうこと  

ヰ）あり、無駄が多いと砦いますニ ¶院では、年針と活の患者様になるべく食料が少なく／上るよ  

うに、診療凱t低く抑える努力をしており、後期高齢者診療料は算定し■ておりません。・後期高  

齢者診標斜にF昆らすt、外来管理加算などをはじれ様々な管理料・加笥のすべてで言えろことで  

すが．診療報酬策定酎隼に霹類記載の義務などを人れると結局は、十分な診頒（説明や医療安  

仝に使う時間）が妨けられ、不利益を被るのけ患者様です。畜類記載などの無駄な時間ほ、特  

tノ時間の㈲jll、医療の非効率となー）、価債権関での診療可能な患者数げ）減少、医師・スタッ  

7の不尽に直結します。愚者傾と直接接する卜分な時間が取れ、H本の安心できる医療を確、1  

するためにけ、ソフト面の言参療料の引き上げと、法外な薬価、材料費（医療機器、特に外資系  

介業）の厳格な引きF－げが必要と思われます〔   

21  病状の特に安定している人を溺んで、算定しています。この制度ができたので音足してみただ  

けで診横面に子弟、て何ら射ヒありません．今後算庵する人数をふやすチ定‘よありません〔，   

25  すぐに’やめるべき」と考え圭す。   

26  J芳多くして益（お金のみでなく、診碩における患者、医療機関にとっての医増ヒの実利）少し。   

t）【  隕石さんの負担も大きく、「＝hな受言合を妨げ、制度自体問題ありと考えます。今後も笥虻しま  

せん（／副‖をしていてなんですが・ ）   

2H  即廃止を望む   

29  なぜ、ニル様な制度がⅢ凍たげ）か理解できません。現状、外来業務がこれ以ト複雑になると、  

とても対応できません 

資料1 施設調査薫における自由記回答意見  

■後期書齢者診療科にWしてご意見がございましたら   

・井守を作成する謡に上り憧ほさ人の言告煉料が高く／ご′  

と．円いますバ▲1陀㍍＝・約診凍でrl／ごく傾査J）計L和書カ  

りつり医ゾ）認知症指酋を評価した．L∴」、で「‡今後字，継続   

2  後期高齢者げ）場J汁土、閃懐1－、tがJト常に多岐にわたろたノ  

せない薬剤の鼠的間鰐も，あり、少徴ず／」に多附こわ  

伴症が多いため、統挿すろ診療科が（例えげ内科なセー  

が不明なため、l」】分の所だけ・ハろ針‡t簡単に洗好JF」れ  

たうF・丁距性があり、二の様なん針にけ、警戒丑凍点い  

机上た1「で美えるん針には反対■Pす．上り親身な古今惰   

ニれがあ7，うとなかろ1と、L／）カーり診橋L■ていれば  

ので、くだらない指漢管理料tや机た方が良い，慢性  

【iかかろのであり、言今礁科を‡ご体にして全般的に管理   

4  誇繚料の規則が難しい 

・【吏師の1女▲席へのモチペー【シ三！ンが卜がるr・佃‡Jし／1  

の心を荒廃させるr・高齢者の登りる医照レ／くル；土成ノよ   

ト  叶・齢でt≠切る後期高齢者保険ほ制度卜J；か」い 

複数の診標所に通院Lているふ齢首が多く∴鮎二取／」  

い「また、周辺呵東棟機関で≠，殆どと′Jておらず、他   

R  医師に対して、いろいろな畜類を作らせるノステムが  

医ヰJ、医業半分、事務什軒r分に／ごりつ／ノあり、それ  

ているノ 蒜顎を減▲て）して、患者にかりる時間が作れる   

り  現哨．・ごtでの点数けそこそこにあると思いますが、それ  

間が多く血倒である。．卓、故に関してヰJ【いずれ梯√を   

川  後期商齢應傭崩制度の内容がよく寸）からない 整形外   

後期高齢者診積料のよう／描り席It廃l卜す′くし 

12  辛く必要の／山、制度と考えヱ十 かかり／）川東が†可人  

ので、仝鋸f】じ点数が伸一）れなけれげ、イこ公、Itがノ仁じ  

ヰ，、連帯阜J廉く／f／ノてLまいます   

かかりつけ医と圧ムえ、人 人ノ）盟者さんノ）す′＼て  

′〕と躇†王をヰ，つて診ていくことなどく約和上とて電，で  

りることができれげ・楷幸せです 在宅療兼より人院   
1・1  允分な倫査等々Jえないと考えるく．詳細に診糠射乍等が  

る，I＝ニよ／）て、沸択Lていし、とのことだったが、謹   

15  態苗に卓）医師に車）メリットを■感じません 

＝う  ・隼齢だけで区制する制度その蜃）〃）が、説得ノノに欠け   

自由にお暮き下さい凸  
二射し、隠者・家族が理角ぎしにくし  

ユ書きにくい・碓凱拓齢石蕗碩f〃iiかか  

Lていただき十いと．mい妄す 

簡tI一に1f女の爵血て表しノ、†∫旅に沌  

たる弼身，り‖1く、多料に才）たる1l‥恕の合  

）必要である／；、他事斗〝）評細なわ療車座  

ない k、井桁が今後とい坤附拙こ電，わ   

カ′レテ言己裁たけでt▲人変な状態ナ亡のに、  

にl主畔RRが絶対に必要である  

患者さ人にとノ，て良い医標＝牒叩亡きる  

疾患で隼）風雅でヰ，同じ、⊥1に診槻の干間  

料は減「）す／、こきであ7）ノ1 

〔い稚、利益がHるような化粧みIt、医師  

夫に低卜し、イこ車てぁる  

J）現行制度に日成凍座ほりき  

院とげ）調熱が因難と。l凡才ーれる  

できるごとは†こ滴がある、J勤掛t卓）閤葉  

が、悪者とげ）咋間が作れない即巨］とな／」  

⊥うにしノて【王し い  
に関する番顎ち・作成、継続するためけ）一  

代ザさわそうj というイニイ言感がケ）る 

料診積と後期凧腕首診療とが関係／亡い  

いてヰj、ノ★ん／∴トi］tノ様に偲古i▼揺すろ  

圭一j指・昇打た¶で允分 地院t〃）関係  

を入ろことIt困難P・仁まl．てL〉川郁iトヰt  

きモけん，仏者さんは、病院で詐増悸■■1  

加稲が≠欄ろ態勢を作るぺきで十  
馴らかP／亡く、査定が多くなろ十きがあ  

細がわか主ない 

る・廃汗が望よしい  

－41－  －40－  

■後期高齢者診療科に関してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

14  ・高齢者は精神身体能ノjの個人差が非常に人きく75歳で線を引くエビデンスは乏しいと思われ  

る。■今何のムー法でii患者個々の社会的背景など日常の診療時に†寸度している所謂「匙加減」が  

加味できず、町医者としノては面「lくないのでこれが一般化するなら医者をやめようかと思うノ   

15  保鯉診療をFリ滑に行う為、この様なシステム托廃止してシンプ′レな体系に十べきと一望まう（   

1（i  忙しい外来診療lこ才ういて、煩雑な手厭きが多く、困難です。他の愚者様の持ち時間が増え、【】  

常診附こ弟妹Z響が出よす、．個人の診療所としてほ十分に対一己：できず、′尭胤i難しいです。   

47  ・患者様への雌解を浸透させる群が粥経である事を痛感する次第です，・ヰJう少L、わかりやす  

い特定のやり方を再考慮する必要があると考えます 
18  ′幣て老人の抄三療費負料ま（）だ／）た′医瑞賢がふえるからと介護保険ができ、国民保険料と別に  

新しく介岩篭保険料が徴収され、今L珂また、後期高齢者■保険料が徴収されるよ1にな′Jたr、後期  

高齢者診療輩＝ま明らかに受診抑制のためのものです。   

‘1リ  老人I七夜数ゾ）疾患をflしてJjrj、人の医師での管理は不可儒である〔ノ 後期高齢者診蠣抑i贋  

廿すべき卓，のと考える。．   

50  後期虐i齢首診療科を托しこめ特定検診の煩雑さなど年々医棟を施すに瞑する手間が複雑に≠ご／ノて  

います＼〈．っと医療現場を十分理解したんによる政策を心からJ5厳し、したく存じますrJ   

5】  ／汀）診励軒がメインで診ていくことが㈹経である。   

5コ  診療に時間がかかる人や、傾度（範囲内で）をした人も、症状や病気が安定して単純な人とコ  

ストに差がない〃）は規子躍力がなく、i；金を（一部負担金）いただくのり∴女帖申ヒむのかと思い  

ます．，、1】院の場合、現行点数だと患者負担が増加します。ただ今回の中で、「本日の診療内容の  

要点」は患者宣と／）てメリットがあり、、⊥i院では、慢性疾患に関してF渡しています。家へ帰  

′）て次IL申）診積送り欄に読まれているようで∴症状の改誇に効果が出てきていますn ある程度  

言争衡勺容、時間に札含・う点数が合理的かとノ但し、ますが、離しい問憮で1り 現瓜ユ検査をしない  

と点数が増加しないため、必要でない血液傾度を3ケ月に1【いlしている医碩機関が多いと愚者  

さんが言わわてい：とすい 同感で＝；、検査が必要時しかしないと点数け低く 収入は少†亡くて  

悩んでいろ▼の頃です   
5ri  ・現在の後期高齢古の診療科に／〕いては、度患者さんに説明してみましたが、巧かなか理解  

が椚㌦打ず∴姐こ現在の医療け）後期虐】齢者の診療及び検診システムについてか／亡りの不備を言  

われていた（・患者さんからけ、この制度の目的‘1診稼抑制でl1ないかととらえられているガヰ－  

さ；仁）れた 
5ノl  特定疾患標策管理料／ごどと、密接することが多し、又、75歳以上の人の大多数が、理解できる  

であろうれ高齢者の医槻費を下げる為の、見せかけの診療点数としか思え／亡い．   

55  医療機関へのフリー‾アクセスを妨げるらのであり、問辟がある 

実効作のない・ト丁死の制度ばかり作らないでほ」いn   

57  浄定する距に、よ数の割にも抗すごく人変な作業を要するヰ，のであり、普及はしない制度なの  

ではないでL上1か 

5ボ  ・後胤高齢者健診に対し．てJ丈対（今まで通りで良い）・何ヰ，分りろ必要ほない．   

■後期高齢者診療料に闇してご意見がござい要したら自由   
こ！0  ｛谷がわかればわかるほど、い／〕で〈〕算定医塘機関／F貢を取り  

り」ありで中吉占許可内容があまりにヰ）経で、試しに酎【b会で弟  

会を子f′Jたが、それを書いて出した〔㌶†可された′ノ し、ザれ一云  

せてヰ，いいのでは－～と思うり 払巨′】身延和まいらなし、L、臓読  

えるヰ）（／パi使／」てヰ，ら′ノていいとH共に伝えている′ ナいl  

ヰ．のをヰ、レ）てまで†rき経ける歳月ヰ両全くない 竜一し病酢  

が困難－†）には家に座れ帰り、′し′ドでなく与り仁シハ P臨  

に信えてあろ（繊維の医磯節がパカになrJないか「ノ）   

軒締現射附＼卜分（制度け）甘体像、ノ、く救など艮†仰」に1撃トl三「ナ  

積サ＝ビスとはかりは／ゞれていると望．う   

32  ・懸者が高齢であるた〟）、多て〝）疾病をイIし、病態り）杷〃闘てf  

定期的な診塘計画を、工て、医学管理することが難しい   

3：1  後期高齢者（モ 般に 人〝）患者－さ人か多数〔／）病iてを≠】′ノてし  

・コストがかさ、丸ま寸，どうし＿て行やるの／ごrJ．サ的て10州ノ  

担いま十   

：！4  ・我が】司の保険制催に、叶齢によるノ用Jを取り人Jtる動二（  

医師を撰定すろ睾に11、臨J来【欠字卜非常に関節が多い■他牒  

稚劇招≡仁で1困難に≠こる   

：55  ｝く廃止し′て欲しい．」以前の制度に†よ＝して欲tい 

：i6  整形外四ごはなじエないと。lきf、います 

高齢者圧ナ服に∬か遠く（磯聴）、説叩1左・して卑，若い人の：三′  

才1だけでヰ｝碓れ二王すので、碓期高齢思．古参撥料に係る説用＝ニコ  

／＼の言合標に支時をきたしま1。外来管理り冒険等ヰノ一丁】様で、’’   

＋｛十  医塘の現状（現場）を熟知LてほLい   

39  回診塘料を礎l卜してほい、   

10  恐石鉦粧研が安価になれ＝＼り牒悠ゾ■えモ十り割、∴別 〉  

える時に説明t／5Lてノい   

＝  午引こ他′）医糠機関±J瀾幣が困難な書）、、う院でiI施設中潮  

サん、J   

12  県医師会、rl】■医師会鮎こ今l‖け）篠軌良師首．i告蝶料の‘夫庵に／  

そ〃）軌喜しけ卜記ノ）様なヰ，のと思i）れ、我々ヰ、こオ1．にい］昔日譜  

甘言今椴と・わけてヰ，、や′JていることF▲】怖がl－rjしこである以l  

黙身体が変化すろ才）i†でなく、各人り）健康態度に上′】て諮市  

；土いかないと一I澱わJtる．柑二面 的にまる椚紗焼こ′ごぅの‡   

43  lγ分が75歳を紺えている忠行の、工場にた／）た場合、周診塘   

にお書き下さい。  

卜■げる潤腑；土ある付し／′）突然′ヾ  

介言隻休険仁洋＝失意見方の苫き力誘ポ  

牝にI′をi葬ば  土みん／f死んでいく  

紙移植に関しては死亡した日十エ㌣便  
目しl十分＝他人の   

＝桐（ゾ1判断  

Jに真いこない  

院に人′Jこヰ，死亡  

臨終を迎えさける⊥二‾′∴J′批  

‾へきで。hろ）、rり11しの火打ていろ座  

樺査所見ケ参牒∵し／fい．！囁い、  

、るノ）て、．；を糠堵l＝カ・多岐．一花  

ミリ’1lブ）イ、－故にづき卜げこ欲Lいヒ  

1反対し左す  巨再盲疾患ぺ卜L、に、  

医療職閲しゾ欄係を艮頼二†某／）事が  

ネ′しギ・一が王、登1：7「】  

左骨やすと他〔J）棋古さん  

机トハ空論1’で－J  

l割、餌1けごt ′ごとに）鶏頼朝珊  

tLてい㌣い什、簡に＝右てし、吏  

ユいてl土モ血的に†丈対ノ沌ドりで争－†ノ  

後期馬齢占診療と11iJ期高齢  

保険トノ〕【大別（tあノノてヰ，丁5歳㌣粟  

律にするわけに  横内名号一鎚うのて  
汗石打で来そ  
打のノ ノトを用憮しが上い  

＿4〕－   ＿42－  



■後期芯齢書鯵■矧こ蘭してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

59  後期高齢者に対し診療科を説明し、計画霹を作成し「本日の診療内容の要点Jなど文書で説明  

して理解していただくことは、時間や労作の上からt｝日常診療の中で行うことは実際にはかな  

り閉経と感じる。   

60  全く無意味だと思います。早く動上すべきと射います。   

61  ft事をしない掩に利益になる制度では話にならない。診療制限を受ける様では、医礫制度上、  

間樹がある。介護点数と医療の点数の合計での制限は受け入れられる。介滞医療合計点数制度  

（元気で家さらしなら、払戻しあり）ならやれる。これはすばらしい意見です。   

62  基本的な理念としては理解できる内容ですが、実際間儀として、これだけの制約と手間をかlナ  

ての診療報酬に見合うものとは思えません。一個人としては普段の診療上、常に気を配ってい  

る中で、このような程度の指導はしているつもりです。我々は公的な部分にかかわる仕事もし  

ていますが、公精良でもなければ国の機関でもありません。一個人企業です。収益をある程属  

は考慮する必要もあります。過剰な利益を得ようとは思っていませんが、現場の理解を得られ  

ないような規制、やり方を決めても無駄金を使うだけではないでしようか。実際に医療を行う  

現場の意見をもっと吸い上げて下さい。又、実際に診療（医療）をうける人々の気持ちモ，わか  

るようにして欲しいと思います。   

63  患者は薬剤投与を長期間希屈する（再診療節約のため）等、医療費の軽減希望が強い為、算定  

しにくい。   

64  はとんど意味のないものである。直ちに廃止すべきと考えます。   

65  説明に時間をかけたが、スタッフより理解されたかされないかわからないので、どうすれば良  

いかと上申されることが増加した。圭介識者に説明しても十分理解できず、自己負担金が減る  

bのとのみ思い込んでいる方がいらした。   

66  病名の絞込み（原則一病名）は高齢者では無理。有事の連携唄則などが厳しい。診療計画書の  

義務化が煩わしい。点数（600点）が低い。   

67  後期高齢者診療科は差別医療となり、高齢者医療の貿の低下をきたす可能性が大であり反対で  

ある。   

68  いつも来られている患者さんに紙枚渡して、「はい、600円頂きます。」とは言えない。   

69  ・高齢者の方は、特に刻々と病態が変わります。型にはめて治療するよりは、オーダーメード  

治療と考え、すぐに対処するべきでは、と考えます。・又、よけいな医嫁♯が逆にでてしまう。   

70  医療を層ト・的に評価することは反対である。   

71  書類の作成や定期的な交付等、意味が無く手間がかかるだけのものではないか。薬剤料等が、  

診療科を上回る場合は、勿論算定しない〔又、診療科が上回る場合は患者さんにとって負担増  

となるので、算定しない。いづれにしても算定しない動こなる。また、複数の医僚機関を受診  

72  医療に沢山予算を組んではしい。きめ細やかな治療ができない。急変時の対応ができない。求  

められている要件に対して、診療科報酬が低すぎるむ 維も理解されていない為、廃止してほし  されている方もあり、集質的に管理できるのかを把握するのほ難しい。           い。  73  廃止すべきである。   

■腋晰‖朗報用㈹に闇してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

74  同制度は日本人を年齢によって差別するものであり、絶対に廃止すべきである。   

75  準備不足の言だと思いますもう少しよく協議して、地方の関係各公的機関の意思統（基  

木方針の周知徹底）を図り、マスコミを通じて広く国民の理解を求める努力をすべきだと厭い  

ます。応算定の届出だけはしましたが、現状ではとても算定できる状況ではないと凧います。  

今後も算定するつもりはありません。患者さんの様子虻見ていますと、とにかく「後期高齢者」  

という言葉だけで皆さんとても御立腹の御様・7・です。感情的になってしまいとても制度の内容  

まで御理解頂くのは困難かと思います。   

76  廃止が良いと考える。   

77  ・特定疾患療養管理制で対応する方が簡便である。・フリーアクセスの状況であり、医療機関へ  

の受診調整が困難な暗もある。・現行点数は低く感じる。   

78  早期の廃止を望みます。意味がありません。   

79  後期高齢者は、他科受診が多く、どの科が主体となるか判断が難しい。   

80  メディアにて（テレビなど）話劇にされており、患者様お人一人がよく理解しているようで  

す。   

81  後期高齢者診療科では、説明と計画さ通りに診療出来たかで時に間膀が生ずる叶胞性がある。   

82  l‡」止を希望。   

83  使った時間や人件費、その間に他の患者に充てられる診療時間等々を考慮すると対費用効果が  

惑いと考えられるため算定は＃しいと理解している現状です。   

84  算定をする前に約1～2週ほど試用しました。病状安定している方には計画書や診療内容の要点  

を毎回記入する必要を感じません。変化のある人には、とても有価です。お話をもっと聴いて  

診察をし、文書に書いて説明することは、とてもよいことですが、時間がかかりすぎて大変で  

す。全員にはできませんので、算定を改めました。他の医療機関との診療上のトラブルの可能  

性もあり、算定しませんでした。   

85  直ちに廃止すべき。   

指6  不必要な制度だと思う。   

87  高齢者の慢性疾患に関し、マルメの保険点数を使用できることに期待感を持っておりました。  

何しろ私達に診療以外で求められることが余りに多く、せめて保険点数の包括化でもと思って  

おりました。しかし、後期高齢者診療計画書の提出を求められ、時間的に対応できず止めるこ  

とにしました。私自身皮膚の慢性疾眉の対象患者さんには自分なりのシートを作成しておりま  

す。高齢社会がどんなものか、全く理解していない人々が、保険や介護、病院にあれこれと注  

文をだしてくることに怒りさえ感じます。   

88  後期高齢者ほど医標ニーズが高く、少なくとも現行の2倍の点数が必要である。   

■後期高齢者鯵■料に間してご鷺見がございましたら自由にお書き下さい。   

89  高齢者に対する医療供給体制として、「主治医制」や「包括医療制度」は賛成ですu 現状では高  

齢者医療にはかなりの無駄や過剰診療があると思います。医療資源を合理的に配ク）する観点か  

らも、「主治勘「包括」は基本的に望ましい制度と思います。但し、その財源を保険費として  

後期高齢者を独立させたことに対しては、保険制度の主旨からして受け入れ難いと考えますゥ  

又、開業医には高齢者診療での急変時に応需（特に入院の場合）してくれる柄院がないことも  

間劇です。   

90  当院では、まだ電子化されていませんので、後期高齢者診療科ほ算定ありで援用はしておりま  

すが、今現在では▼一度も算定はいたしておりません。今後、診断計画薔を作成し、算定机来る  

状況にもっていくつもりです。   

91  廃止すべきものと考えます。   

92  600点は低すぎます。書類も大変です。   

93  後期高齢者医療制度について廃止を前提に検討されたい。   

94  胃潰瘍と高血圧で別々のクリニックで診てもらっていた場合、どちらかがとるべきか、はっき  

りしない。   

95  後期高齢者診療計画書などの記載に手間がかかり、診療の妨げになる。   

96  受診のフリーアクセスの確保と診療動こ関しては、必要なものは認める方向が望ましい。   

97  新しい制度の導入時は、国としてあらかじめしっかりした説明が必要であるのではないか。今  

回は説明不足であり、届出をした後に医師会の反対もあり、大変とまどった山 外来管理の5分  

制度も無意頗であり、繁雑な業務ばかり増加している。点数は下がり、医療機関は疲弊の一途  

を辿る。このような調査は制度導入前にt，行うペきであったと考える。今年で当院は後期高齢  

着診標料を廃止する予定である。   

98  廃止すべきである。   

99  後期高齢者診療料の考え方については非常によい考えだと思います。後期高齢者医療制度自体  

が改善されれば、当院で算定したいと．剛、ます。   

100  机上論ではなく、現場の状況に見合った制度の導入を期待します。当クリニックに通院される  

75才以上の方（比較的元気な方が多い。もちろん、D‖、HT等あり）で、この制度にサ同される  

方はいません。自分で判断し、それぞれの専門医を受診しています。75才以上の方にメリット  

があり、ローコスト〉賛同されるような（ネーミングも含め）制度への変更をお願いします。   

101  地方と首都圏では医療が違うのに、同一の制度は困難であります。高齢者は日々困惑していま  

す‖   
102  後期高齢者保健制度自体の問題が指摘されており、この先制度が継続されるのか、後期高齢者  

診療科の扱いがどうなるのか、このまま続けられるか不安である。保険点数が限定改定される  

中、やむなく後期高齢者診療科を算定しているのが現状であるn  

■後期高齢者鯵■料に如してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

103  当院ほ内科・外科・小児科り卜児外科を慄愕しております‘，いわゆる”家庭医”を目指して地  

域医療を行っています小 他診療所、および病院との連携が不可欠であり、後期高齢者診療科施  

設の指定はいただきましたが、実際策定ほしておりません。在宅探養支援診療所の設定の認定  

もいただいており、実質24時間対応ではありますカ㍉患者さんの経済状況を考えると算定でき  

ません。田舎の特に農家の状況、高齢者世帯の経済、介護の状況を実際に現場でお手伝いして  

いると、とても在宅療養支曖診療所の基準で算定は困難です。在宅医療で、平にば一来月年金  

が人／〕てから医療費を払わせていただきたい■■ というような方も多いのです小 いわゆるけあか  

ひげ先生■－のようなことは今の医横状況ではなかなか困難です。せいぜい、初診を再診にする  

ことぐらいです（違法ではないと考えるので）。 今後、医師もスタッフももう少し余裕のある  

仕事ができないと、【良い医療Mはますます難しくなります。今後の医療、介護を良くするため、  

よろしくご検討ください。   

104  保険医媛制度の堅持のために、高齢者医療費ののびをある柁度抑制する必要があることは理解  

できる。そのた捌こ後期偏齢者診療科の導入を行い、疾病の軽顎にかかわり無く高齢患者人  

当たりの医療費をほぼ一定とすることで、医探費の推移の予測を容易とするのが本制度の根幹  

と思われる。後期高齢者診療科の算定ほ、現行点数では高血∬や高脂血症のみといった比較的  

軽い疾病しか持たない患者には負担の増える制度をお願いすることになる。必こ心疾患や陪席  

病など複数の疾患を侍ら、一定レペ′レの診探を行うのに検査が不可欠な場合には、現行点数で  

は医療提供コストをまかなえない。高齢者は殆どの人が種々の持嫡をもっており、これを「高  

齢者担当医」として人の医師が全て管理することは事実上不可能である。また、後期高齢者  

診療科の算定を行っている人が他の医療施設を受診する際、後期高齢者診撹料の算定を受けて  

いるかどうかの確認は全て現場の医療機関で行う必要がある。本人が申告しないあるいはよく  

理解できていない場合でも全ての谷は医撹機関側に帰することとなり、その場合のコストは全  

て個々の医療機関が負うこととなる。医療機関の間での調整が困難であり、患者の医綾織関受  

診の自由も制限されると考えられる 
105  当施設でほ、後期高齢者診療科の届榔ま行っておりますが、現在の所これを利用している患者  

さんはありません。これからもこの制度を使う意ぶもありません。   

10（l  不要と思われます。   

上07  現場を知らない人が、机上で財政の辛のみ考えて、いろんな施鞭をしていては、日本の医蝶は  

ダメになる方と思われる。   

108  人により後期高齢者診棟の方がコスト高くつくこともあり、なかなか御理解いただけません。   

109  種別土理解できるが、現実的に制度としては全く無用なものである，  



■ 後期高齢者診療割に閲してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

】20   

続しノていただきたい。・診療報酬に関して、卿失では＝東商にて算定した場合とはぼ同じ保障点  

数になると考える、．必要要件磯びその為に必要な時間を考えると、現行．た数でli本制度が普及  

拡大するとほ考えにくい。・将来像に関して、患者さんにと一ノては経済的負担が牒える謳卓ノ無く、  

川  
L   

lJl  経済的なことげ）みの動i」で（医礫費をFげるためだけの押由で）国民の挺療制度を変電すると  

愈者と医療者が疲弊しノてしまいょすJ）PILめて卜さい1   

22  

1   

とLてトt収人が高い場合が多い㌻ノ 診棟のたびに文書を発行する手間も相当なモノの⊂ たくさん書  

犠を渡される患者傾が、ごn分の膝康管輝のために配線を活用されるのほむずかしい♂）ではな  

いでしょうか（そもそも対象者が後期高齢者なのですから）。   

123  今回、後期高齢者欄診隼，設定されたが、患者の病態が様々であるため、後期高齢者診療科で一  

衝こ管理するのはコスト的にも医療的にヰゝ不合理作が強いと考えられる‖ また、逆に診療連携  

面で¢，複数の医療機関での診療が難しくなり、患者のアクセスを阻詔すると考えられる。恐者  

サイト 医席サイド両方からみてヰ、特にメリットはない。また後期高齢者の名称のイメージが  

磨くな／ノたため、説明が困難にな／」てしまったり わかり易い診療制度（隼齢制限のない）でな  

いと医棟サイド、患者サイドの双方甚指示‡i得られない■Pあろう。   

t／j  統括」三治慢をひとりの思者に対して決める奉と医療費を削ることをうまく組みやナせようとし  

た層顆】が強く感じられます。現場を見ていない非現実朋システムと、後にな′jて気イ寸きました．】   

125  良し、制度だと思いますが、卓Jうすこし点数が高くないと継続するのは難しいと思います。   

126  対象扶心タ．が少ない。   

127  とてヰ）良い制度だと凪います（医者に卓，、患者にも）√，元々内科の慢什疾息の患者は月1阿．東院、  

必要な検査のみしか実施していなか／」たので、後期高齢者診席料を誌定しても診棟内容；土蜜化  

しノていません，今後卓）この制限は残して欲しいと思います。   

12R  ・診療計l軸爵の作成に時間がかかり、負担が大きい。・計碑i誠あるいは診棟の要点などの説明に   

時間がかかり、診療が大幅にゴユくれ、持たされた患者からの苦情が絶えないっ・間10（／）0‘1、05  

【  
手帳記載に上る効慄である「・計l呵粛に凧音の署名を求める時、多くノ）愚者に緊張！感が走り、  

l  

者（ま、循環器、乍引源科、神経内科と専門の語根所に通院する者があり、1i丑軒寸「る∴とでそれら  

部刃カサで診癌新聞の調軌Ⅰ間願ないが、才亥づする古今軌獅；ふえて）、ヒ  芦  

【  】 

■ 後期高齢者診■斜に闇してご意見がございまL   

＝0  他医稼働関での投薬内容に一ノいては、変化がある  

がある場合にJ主、蜃，とヰ）とやりております しか  

把握している′〕《，りでヰ，情報が窄‡Llれなか′〕たり  

に．杷侭をしたり計画をたてるに持限井があると  

オた態な〝lに、指埴科や後期高齢古■詑塘叫について  

に幣います  
て7リ・アクセスの周囲卓ノ¢，ナ）ろんあると′lJヲ．い、三す   

＝‖  現在の、う院での診横内容であJlば、出来高払いの  

が′長くなる）ぐ．れ2年前．Lり定期処メナをしているカ  

理科225→後期高齢者欄牒咋）0収入卓，人ナ「減rjま  

て、卓ノう少し増やして頂きたい 

112  患者数が多く、時間がかかり血倒なげ）と、2本音－   

・従来〝）診療体系でほ減収するの‾P、後期高齢者  

應は全く同じにしている。悪者さんからのクレー  

ぷん不満があると聴勺  
・診糠中の苔類書き圧大変であろっ（あらためて言  

以lの計画書の襲わは患者さんもうんぎりする気  

方が人切であろう。  

・「患者サイン」は宰がふるえる方、f・や「】が†：ビ  

ていることは忘オtないでほしい＝ 認知症の万にサ  

う病もをホすことl〉できない 

1‖  接期高齢者言象疎料の患者様の必要／〔診療を実施す   

115  医療側からも、患者側から亀ノfかなか一翼＝入れ難   

116  制約や必要条件が多すぎる。医療の現場か「）かけ  

ノ己．】理解し難い。   

維期高齢者診療科をひとくくりにLた世の中の浦  

帳では怖いり   
王18  後期高齢者診積料の考えんに／」いてlま・非常に上い  

が改属されれば、リヨ院で降定Lたいと。【．！了し、烹寸  

多忙な外来語擬の中で【1、当座′実施不可能てす 

】19  後期．高齢者診療科制度は、現（E√）内科亨参拘り〕上lこ  

続きなど本、▲iノ、恐苔〟J健康管理という上り、J－ぎ  

小▲二ブイ）ヰノリ）でごt／〔いか 基本的∴【1廃lトト、きず、   

したら自由にお暮き下さい。  

牲ノ隻に報告Lてヰ）「ノノ）たり、魁古さノ、の理解  

tノ、独卓：老人Cr）ノバ▲認知症ノ）ナ‖t、ヾit）／しと  

しま√ 病状ヰJ変化LやJい，由一齢／仁～．ぎし古さん  

聞いモ、lL．鼠剤惰欄＝／り∵ てヰ、f うし、  

の算定情報や周明it／ついて1．、規甘Fl辟無ヂl 

力が説明しやうく、烏押も偉くなそ L箪情骨  

1、殆と和親‡王愁で≡万Jjに1回♂）・雲⊆：をでに菅  

＝＝来れげ管理叫を1ケ月∵ し1．二  

隣積を患古さんL二勧めて採用しノたか、検査槻  

ムけ全くわし、が、F■毒Ll負押〔1増してい〔、▼ニ  

ト凧蔵を説明する昏】一夫ii大いにあろ）隼∵1  

がしていろ 臼ニ●7，♂）診療での会話し説岬jげ）  

j由な力にと／）てはkきなフレノシ1・・一に′工／  

インをヰ，らウニとilできない「認知「三」J▲い  

る佑＝こrO（）点り）′・Å剥片封且すぎると考える  

い制度と．【．1ヲ、われろ 

11なれている、他げ〉医療イ機関との卜  

れに対すろ世間県側tl」＝囲人浄療相打度山根  

、
■
＝
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考えだと′lヤい壬す。後胤馬齢首l実相用摩I 

承認を子年ましたが、事務騒が多く欄細r▼J  

屋卜境を架l†ミ′⊥了／こi」レ■ノ 頼経左．1さだ1  

と複雑∴ ■て1」′符普を▲抑；l，；ノ⊥1L‡ろ  

＿49＿  

■後期高齢者診療科に間してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

13り  ・制度が他者・家族に理解できるように、簡晰こしてはしい。■認知症、軽度の認知障害がある  

人に対して、説明・凡旨をとることば困難である   

＝M  ニげ）．・エ削一川上乱をまねく、′実施に困難化が人きい、などにより廃止1べきであろ 

l＝  後期高齢者診標料として臼挿してしまうと患者さん個人に適した検査や傭頂甘し難くなると県  

いますr 医療i主あく：tで個人を対象にしていろのであって、【まるめ」ほ断固避けるペきです〔   

い】2  ・特定疾患指導との速いを理解させるのが難しい。後期高齢者診療料では検査が増えると考え  

る人がいる〔・吾妻引乍戚に【l句意及び署名等は賛l孔が何にくい′、・小一処ノ）医棟穐関でこの診糠料を  

舞定しているのか判断がつかない，外総診の時と同じ 

l1こl  

の突薙的疾患や障害を負った特、本制度を適用している場合診療所の相1の負担になろことが  

考えられるが、どのように考えられているげ）れ・新たな制度の全てが、如†引こ「彗の負担を減ら  

し．偶人や診療所に負担させようかという視．亡よからげ）み制度設計がなされている。弱者に射し  

てこそ朗争原理び）ない、［削くを亡、ずるという根本に立ち返った理念が必要でほないか山   

院内処力の場合、厳剤数が7種類以仁となると×0．9となり、後期高齢者医療制度で600点をと  

ると，医療梓供ニコ：ストをまかなっことが全く困難となります（現場で【ま高齢者は1つの診療所  

で全てをすませようとする傾向があります）り高齢者の薬剤故による原産制度はすぐにでも廃止  

十べきと考えますまた、連携病院けあっても、入院等に制限（ベッド数）があり、現場では  

非常に㈹っておりま寸‾ 予算的に、も／Jと余裕をもたせていただきたいと考えます（現場に、  

ヰ，／〕と、裁量権をfiえていただきたし、と．酎、ますリ 人り）老人を診察する場合、般びり、の2  

へ3侶、時間がかかります） 

145  この制度に従うつもり托ない。乗られた患者さまを診療させていただき、そオtに合った診標を  

させていただくのみ′J   

146  車中の診棟所では多科の専門医を受諮されている患者も多く、算定は困離Pあるt 

＝7  ・高齢苗‡上牧敬の医療機関に通院Lている万が多いので、自分が1二子台医と主張するのほむずか  

しい血があろ。・高齢者に検査車、しないのに毎月従来より多い自己負担を理解してもらうのが朗  

曖である．・いずれにしても、良期処方を希望する方が多く／～り、収入が激減L、医院の一粒特に  

イこ′左をもっている   
‖闇  高齢者人多数が菩々Jく【王独居であり、家人が居ないため畜類の記入などは無理であり、近所の  

人に助けてもらうこともできないヘルパーは、大多数は家事ヘルパーであって、定められた  

介詳しかしない（規則トできない）。後期高齢者医療制度ほ人民の実情がわかっていない。国は、  

人代＝軋京都民美と思′）ているが、東京都民と地万住民とは違う．   

14！i  診蝶報酬のあまりの低さのため、一実施する気になれない。．   

150  後期高齢者だから、J＝こ2～3回の診療でしばろうとする医療の合理化プランは、実地診紺こそ  

ぐわないのて、改正すべきである。   

お 
129  粧齢の特性からヰ」一矢糠費負担がより多くかか／）てくる勺代でも  

険が減りく上′）かどうかも疑l削であぞ－社会保障制席〟）【いハ、年  

㈲」度であろ医療保険という観′・さ云かごノb差別的Pあろ．∴臣代別の  

えるレ 社会保障の中の医頼保険を考え夫子Jしている、」／二塩から韓  

福祉税、消費税に求めるぺきと考える，   

130  【王礫給トナをぶさえるつヰノりなrJげFIJ負担り〕増加 特；ニ終来期  

しノ⊥うL什会的人院を切り捨て、病院を屈性機能rr）みここ11f編一寸  

入院てJ）特に胤齢首の香取牒を‘完全‖山診硬化、在‘乞で〔／）看取  

〝）では 
13l  ゲー】トキー・【′く・－げ）必要作を認ゾ）仁」れ′亡い ドノ′クーノ：了 ソヒン  

要倫査・処方がどれくr）いあるげ〕か？届怒圧ならざるを押ない  

にJiいていて、IE120人診れば′ト計ソ二／亡りた／）欧米とは根本的  

／レ／＼とんでいってしま／）てい吏す   

】：12  現行点数に両便診断も含めるの烏よくない某、60（りこ】二ごほ令I   

・ト病はlつだけてIiない 「かかりつ＝医」托 人て㍉iない  

は変わる、・フリーアクセスが制l；艮さJtるい・包括化に上り、憩  

る   

ウ′レテ言己載以外の書類記人け坤11■すべき、行・‾）喘付け後期諺」齢  

愚書を作成L常ア，を‡）らった古を対象者にするな〔ノまだましで  

くい年齢の隻には老人医楕として走牛後の中三齢G5歳からとす 

135  後期高齢者になれi．fなる程、必要な検査がふえてまいります．  

て診頑を子「／）ており、毎月の血洒検査け必須ですし、そr′）説明  

リてJjり二丈す〝）で、視りのままてほ、検査ト∠、黎な：ヰ，してほノ  

L記押出にて算定していません   

13∩  ・唐苗の求めるものけ多様であり、各人の病状、病態に⊥こして1  

の在総言合がイ「耶無耶のうf，に消滅しており、そJ）総括h成され  

トげていろみたいで、′友易に受け入れ轢い′・形∫（的な許傲作FJl  

が問われる訳でも無く、「押Jも失効性ヰ，不明瞭 

高血任症＋骨机対症であれげ、特定指導〝）225点Y2＋ビスフオ  

へイほ00l】」）であっさり赤7にな／ノてLまうノ そう／亡ると“ビス  

J）みにする’’というような安価なんセレクトLてし．吏し、、良し  

しまうノ1ナ派な先′とでヰ，、ある程度の簡捕吏■d‾ろだろうしノ、6（）l〉  

すろのけ当然の煮であるり 上って談録はした」一のの、認定け軒  

ん、3J】当初に支払い鹿金かL－）せ録す■〇よう強く勧めらオ1たの  

い（王ずです・  j   

l十＼  2カ月毎の診察、3ケ月毎再診察こし対応できろず，イ′）としてはし  

こ；／よい〉   

m‾¶ 
「  書き下さい。  

メソ）叶代を・切り触  

ハカ、j）Llない相互・ノ扶助√  

ノヱ脹老tl〔い／ノ考えんか掛亨に111  

社会保障－／川一資を、  

ll山診塘ヒ、l、きイ  

て〕′）卓、りが本、▲1にあろ／ご「〕げ、  

りをユさ骨fl刑こご‡，十オ1げJい  

γがとれく●‾）し、ある〃〕∧  

人もし、ます、lタJ標秘書ろ  

に粗／；りま㌻ いき／ごl  

本的に不足していろ   
蛛凋HニLり かかり、け恢」  

名が与りむ【唇標が松供什丸な〈／f  

名言今鋤く料に関しての規則滅び同  
舟、ろ、医書にヰ，愚者に  

、きではないだろt〉か 

特に、▲1院で；t、  

・今‡をの指針に／〕し、て謂。粥を†J  

／了〔ノごい√しいうことに′．りま寸  

従来通げ）医礫を子」いたし  

「i可様〃）‖二組みをノ敷だり  

kげかりが′にダ1られ∴∴  

ス重り削）OF【】～5700門小．、！2り0  

フォス系に投与し／よいごハ ロ3  

、F台婿ヒはほと遠い卓，〝）∴な〔て  

．†えを考えれば一矢積の稚壕へ急藩  

さ㌻してい壬す（旨足していモせ  

ご、脛（い】P登j映しナニl）ll土多  

い（lケ＝てリ100円で江現美≠  

－51－   



■腋即日朗相和聞lこⅦしてご意見がございましたら自由にお書き下さい。   

151  当院では患者さんとの対話も充分に行い、偶々の患者さんに当院オリジナルの診療手帳（通院  

手帳）をお渡しし、来院ごとの記録を記入し、第二のカルテとして患者さんに携解して史｝ら／j  

ています。他医療機関受詣時にはその手帳も持参するよう指導し、蛮模した検査、投薬などが  

ないようにしています。状態が安定している患者さんほ基本的に月1回の来院として、処方薬  

物の副作用も考慮し、必要最′日限の検査を牛2回行うようにしています（特に年齢にて高齢者  

を分離する必要性もなく、従来の方法で間膀はなく、医標費の増人にもつながらないものと考  

えています。   

152  今のままでは算定するつもりになれない。   

153  後期高齢者診療科を取ると、他の検査などの算定が出来なくなるから、取っていないハ 78才で  

高血圧のみの方が発熱、苦しいから何が原因ですか、診てFさい！！といって粟てもタダで検  

査は出来ません。老人は早く死ネということか‘′いずれなくなる制度でしょう．   

154  75才以上の人は般的には仕事はしていないので収入はないはずh 年金か碩金をおろして生活  

しているのだから、後期高齢者診横料は廃止すべきだし、医標費も無料化にして欲しい巧   

155  とにかく他院に迷惑がかかる。調整が困軋 以前の高齢者まるめの際も他院へ電詣する時、又  

かかってきた時、非常に気まずい事になった心 二んなことに時間と頭を使わせないでほしい。  

患者の取り合いになった時に間懐なため算定資格だけはとっておいたが、井定する事Iiあまり  

ないn   

156  実証されていない新しいシステムについて、行政側の考え方のみで実施が進められていますが、  

あまりに実地に別しておらず、少なくともパイロットスタディ的な実施例を蚤ねて、コストペ  

ネフィット的な面も十分考慮しながら、10年単位の改革をすすめていくべきだったと考えます。  

早晩際止され、再び、再検討がなされると思わざるを科す、貴重な予算、労働が無駄にされた  

と思い立す。   

157  内科だけで、眼科・耳鼻科・泌尿都制・整形外科等の疾患を適切に管理する宰は不可能と思わ  

れます。   

158  整形外科としては、非常に不利な制度である（算定できないケースが多いため）。   

159  長い間働き、それなりに財産を作り老後を豊かに過ごしたい人から、30％を取るのはおかしい  

（それ主でに十分とは言えないが、税金を払い、現在L払っているはずだから）。70～74才まで  

l制の息者はなぜ1割になるのか、これもおかしいのではないか。その他、生活保護、子供には  

医増はかからないと思っている。きちんとした教育をするペきである。受診時にお金を払い、  

後で返金するようなシステムを作れば、余裕のある人は取りに来ず、多少でも保険の出費が少  

160  もともと後期高齢者医標制度は、高齢者医療の削減を目的に創設されたものであり、入院にお  

いては後期高齢者入院基本料であり、外来に‡5いては後期高齢者診療科であり、それぞれ入院  

の抑制と外来受診の抑制を目的としている。後期高齢者診探料を算定することは、出来高を否  

定し、患者のフリーアクセスを阻音し、人頭削などの管理医碩につながる可能性が強く、皆保  

険制度の崩凛につながる。又、主病は1つの考え方も無理がある。   なくなるのでは。  

■後期ホ齢者診♯料に間してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

161  ・公的な服薬状況記眉ノートが無い状態でこの診療科を算定する叫ま困難。・いたずらに地域医  

療に混乱を招くだけと思われる。   

1f12  特定健診で75才以上の場合、内科疾患で通院中ですと受けられず、制度からするとかかりつIナ  

医になって平に卜2回採血をすることで、代用するようにと理解しています∩すべての75才  

以卜の人にコストが取れるようにして欲しい。こちらでは毎日採血のある人には、説明をして  

いません。人暮らしで来院を楽しみにしている方や、計画に理解のある方を撰んでい王す．  

休診r】しあり、休II診てもらえる所にかかることもあります。かかりつけ医を1ケ所とするよ  

りは、優先順位を決める佗で良いのではないかと思いますひ また、需斯業務が増えないように  

して欲しいとも考えます。最後に、わかりやすい説明をメディアを通して・定期聞流すなど、  

国から国民への説明を十分にして欲しいです。   

163  患者さんが求めているものとかけはなれていると思います。後期高齢者であっても、各々専門  

医に診てもらうことを望んでいます。   

16ノ1  75才以1二と74才までの人で年令は区分できるのが、疾病診断、治療で区別つけるべきものでな  

いですので、この制度の意味の理解に苦しむ。差Bljにつながる！早く見直しすべし！   

165  高齢者はいつ急変するかわかりません。現行のシステムでは計後期局欄者診療科を算定した  

ら、その同じ月には通常の保険診横はかなり高額でないと算定できません。算定を取り消すこ  

とも可能でしょうが、そうしたら、本人への返金等もややこしくなってしまいます。現行のシ  

ステムでは、非常に不便で使いにくい制度だと思います。急なかぜ、胃腸炎等の疾患に対して  

は通常通りの請求ができたら、もう少し使いやすくなると思います。   

166  ・医療を経済の面だけ■亡兄ることに違和感があります。例えば、救急医療に関しては、挿管す  

る人、下顎を支える人、心臓マッサージをする人、血管確保をする人、得られた検体を検査す  

る人、レントゲン技師、看護師など、人権費を考えただけでもスムーズには出来ません。特に  

後期高齢者はこの可能性が高く、現在行われている医療スタッフの献身だりではとてレ無瑠で  

す。  

・最折のf】本人は以前のl】本人と変わり、氷魚に厳しく自分にやさしくなりました。謙虚でな  

くなり、対応が推しくなりました。   

167  高齢者の方は、外来受診の日数が多いし、5分間診療という風に5分間で終わらない。又、高齢  

の為理解するのに時間等がかかり、1人に対し人員をとられてしまうので、600点では良い診撹  

が出来ないのが現実の為、届出は出しているが算定していないのが現状です。   

l（；8  後期高齢者診療科を算定しなくても、高齢者の全てを考えて診療していることに変わりはあり  

圭せん（背からもこれからも）。年に関係はなく、病態によって大変時間と手間、その他が必要  

な患者さんと、簡単にすませても大丈夫な時とがあります。病態に合わせて的確な診横を円本  

全国の医療者ほやっています（やってくださいと頗まなくても、その医標に対して十分な適格  

169  現実的に診療科を患者が理解しておらず、理解を得ることは困難である。また、患者が診察を  

受けると料金が高くなり、窓から処ガ箋だけをもらおうとする行為が日立′）。   

170  一番の聞届け他院との詳定の整合性がないことと考えられます。   な費用が払われることを希望します。）  
－52・  

■後期高齢者鯵■料に関してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

定期的に受診されず、ご白身で服薬調節を行っている力が多いので、説明しても診療計画書は  

不要といわれることが殆どですn   

172  廃止すべきと考えます。   

173  介護意見書やカルテの記載などのほかに計画書を記載するのは、日常診療の中でとても負担に  

なります。   

174  ・診療所等に沿う合意の役割、予防医学をさせたいならば年度内で期間を決めて、特定検診と  

l司様の検診を同じ自己負押でさせれば良い。・75歳以1二＝）高齢者は安心・年度初めに披保険者に  

枚送付（陣診チケット）う重複できない・5月～8月等3ケ月の間に▼回だけ施行‘可⇒この期  

間のみ審査を重点的にできる。加えて、各保険者により異なる検診内容を絨一してください！   

175  後期高齢者医療制度そのものをやめた方がいい。   

176  早く廃止して下さい。   

177  ・制度が発足したので開始した。一番使い勝手が惑いのは月の途中で変化等があって検査を行  

う事である。・従来の特定疾患指導管理料での対応でよいような印象を持っている。   

178  現行の制度でよい。後期高齢者診療科では、適切な医凍、必裂な検査・治療が行いにくい。   

179  手続、書類作成が多すぎる！仁現在の医礫費抑制の中で針路織貝を雇えないIl   

180  この診療科を辞退するつもりは今のところありませんが、私自身が後期高齢者で、昨年末体調  

を崩してモチベーションが低下しています。今後、適当な事例があれば挑戦したいと思ってい  

ます。それにしても、現行の点数（6（始点）は低いと思います。   

181  こんなにめんどうなものとは当初分からなかった。   

182  財源確保の為に、より豊かで安心して替らせる老後を請い、後期高齢者保険制度は始まりまし  

たが、実際の現場では医療サービスのレベルは財源不足からのコスト削減（診療報酬1）もあ  

り、良くて横ばい、はとんど低下（悪化）している様に感じます。今後、猛スピードで高齢者  

は増加します。後期・前期などの区別は、さらに不均衡が予測され、大きな特車は必発と考えま  

す。   

183  後期高齢者診療科は届出したが、全くメリットがないので】作も行っていない〔   

184  高齢者・人ル・人ニーズが異なっており、計画書を滅しても理解していなかったりそのままごみ  

箱にすてられていたりする。独自の資料もつけているが、600点とるなら225×Zその他の点数  

をとった方が患者さんにとってきめこまかい医療ができる。手間隙かけて600点なんか少ない  

185  年齢で枠欄1み作りをすることは現場では困難と考えます。必要な万に必要な医療をト分に提供  

することが大切です。   

186  算定は今後も困難です。   

187  当院は後期高齢者診療科の届出を行いましたが、実際にこれと適用Lて算定した患者ほ1人も  

いません。   

188  廃止せよ。   
点をとる意味があるのか－J  

■後期ホ齢看診療科に関してご意見がございましたら自由にお書き下さい。   

189  高齢化の進む今、後期高齢者診料は望ましい点数であると考え、4月1日に届出をした。しかし、  

事前の周知不尽、マスコミによる先導などから「後期高齢者医療制度」バッシングとい、える  

状況となったため、当クリニックでは後期高齢者診療科を今年度は算定していないn今後、後  

期高齢者診礫料についての理解が深まっていったら、医撹費別姓にもつながるので、算定した  

いと考えている。   

】90  牢齢で差別するのはよくない。   

！91  高齢者は体調不良困に頻回の診察や検儀が必要になることが多く、包括した医療点数でほっス  

卜をまかなえないと考えますレ   
192  当院ではかかりつけ医として患者さんを診させていただいているので、多岐にわたる科を診療  

しており、検査もそれなりに多く、現行ではコストに追いつきません。   

193  後期高齢者医療制度には賛成です。人の老人を全人的に診た医療並びにケアをする事の主旨  

にも♯同し、そうあるべきと思いますn しかし、その為に文書を依頼して、それを患者さんに  

渡す等の細やかな制度が現場の医媛との違和感を作っています。患者さんに主旨を説明し、実  

施していく為には、もっと現場の医療に合致した方法を取り入れていただきたい。それには、  

現場の変更を十分に取り入れた方策に改善していただきたいと開います。   

t94  届出行い、4・5月該当者に施行しましたが、当方も患者さんもこの制度を理解川東ず、継続異  

施出来ずにおります。現在拝定しておりません。   

195  ・後期高齢者診療科は、患者個人の慢性的な疾病を総合的にみるためのbのと考えます。自分  

は耳鼻咽喉科が専門で、後期高齢者診療科を算定する立場としては不適切と考えます。・現在、  

高齢者の疾病は多岐にわたり、又、医師自身もそれに含わせるように多数の専門分野に分かれ  

ています。医師たちの連携がなければ、十分な医撹は困難かもしれません。・かかりつけの「担  

当院」というせ場の教育もないまま、一人の医師を「担当医」と決めてII、高齢者患者への♯  

任は果たせるのでしょうか。   

196  ・後期高齢者に限り1＝ト柄、1主治医という制度の撤廃を！なかなか主治医同1：でも難しいし、  

患者さんも理解できず、血倒くさくて来院しなかったが、診療科を算定しなかったら以前と変  

わらないのを知りホッとして、来院を再開した患者が何人か来る（粟院しなかった間に症状が  

館化していた！ト受診控えでこうして慮症になり、医療費がかかってしまうことがある。・1  

分に治療すると600点では難しいく 

1り7  現在の高齢者医療には不要な制度です。早期廃11二を切望します。   

198  ・計画書を苦ノ方して作成し、それを本人に渡すが本人は何のことか理解できない。計画書にも  

とづき検癒しても、なんとも考えていない人が多い。医療佃‖まかなりのエネルギーを使ってい  

る∩・糖尿病などは毎月血液検査が必登な人がいる。又、血糖値をみるだけでなく、脳血管や眼  

圧検査等も必要である。600点と決められると積極的に管理する気持がうすれていく。・市の一  

椴健診（75歳以ドはメタポ健診）で対象外と検査をしてもらえない人は、どんな形でどこで雉  

診するのかほっきりしない巾 市b固から言われたとおりにしているだけという。因っているの  

は75歳以上の人である。病名をつけて検査してヤると、レセプト病名はいけないと査定される。  

どうすればよいのか国の回答がほしい。  

一54－  

，－」   



■後期高齢者診♯料に蘭してご意見がございましたら自由にお書き下さい。   

21（；  本【！の診棟内容♂〕頓点け再考しけg・要がある⊥うですっ 来院時毎回川しても匡＝ノ内容に／上ること  

あFj、盟首さんり軌跡≠検査t定期〕時のヰ）爪はょく往昔し持ち帰りますので、定期検査等に  

掛けし それ以外のときl；卜分時間をかけてl」頭の説【刈ご上いので膏ないでしようれ   

217  ノ亡々、頻繁に積査を†テオ）ザ、IF血に適切な間隔で傾度、治校をしてきたげ）で、ニの制度はとて  

もい、です（僻地であるため．′】にⅠ別の受診の方が殆どのL他の医壕機関とかぷ／′ている  

人が少ないのP，渾入に目敏ど㈹朋ぬか′」たです．】患者きん章，計廟爵をららって産ん‾Pいます 

介擢の血でけ一代況ヰ，計画i禽に記赦し、「ピーを力′レテに保rfしているので、診療をする上でヰ〕  

患者さんの状況を把握Lやすくなりました∪  

’1机は、原則的に後期高齢者診癌料を取らないといけないのではないかと′【．葦ヲ、つていた〝Jで、  

1120，1．】から多くの患者さんに説町】してりiii30人程度の後期高齢者診棟料を・とったと一呪いま  

すしかし、内科にかか／ノている後期高齢者仁王、多数の病気を持っているんが多数おられ、Lケ  

f＝ミ00点では卜分な検杏・治擦ができ志せん．ノ例えば、糖尿病の人は月にl回血陪と1町人ICを  

測定したら他げ1夢は殆どできない状況でした‖ また主治医以外（その患者さんに対して後期点  

齢を診糠料を許足してい／爪、医療職閲）でほ検査等が今まで通りにできるのに、玉柏医では検  

杏が十分にできないというオ盾が′Lじます。これではもけや†三治医とは言えないと，酎、ます（  

検査をせずに問診や理学的所見のみで投薬も，ある程度はできるかも知れませんが、それは数卜  

隼前の医碩レ／くルでの詣であって、各相模優等による、診断・治療方針に対する裏付けが無い  

と、高齢者といえどヰ」納得されません．以Lのことより、後期高齢者診療科を勧めなくなり、  

患者さんか仁ノの問い合わせヰー全くありませんでした。また、笥定していた人も今までの通りに  

戻してほしいとの希望が多く、結局現在は1人も笥定していません。他の医療機関・施旧との  

廓幣ヤ、介書隻サービスの相談・検査等の大£かな計画ほ今までも行っており（文書にして本人  

に渾していませんでしたが）、後期高齢者診療科の算定をしなくてヰJ、今王での治療の化ノノで十  

分E治医としての働きをしてきました。後期高齢者診機料iま患者さんにとっても全くメリット  

は無い里）のと一取われますu ニの制度け、やめた方が良いと思います。   

21り  現行の後期高齢者診憤制度の廃止を希望します。   

220  後期高齢者の医療を抑制することほ大切ですL、急を要する間額です，しかし、制度と般市  

亡くの瑞気【こ対する取り組み／パこ大きな開きがありま寸、まず市民教育、市民の理解を縛るよう  

な努力が必要です、細菌齢者に対する過剰とも思える医療が横行してい去すが、これも市代朔  

育がとてヰ，人リJです私たちの間囲でヰ」劇場齢者が救急詐を利用して病院へ無理やり入院させ  

てヰ）らゴ；うとします何が何でヰゝ命を救うということ上り阜J、ズ≠命を認才）るrそこそ∴までけ  

あきらめてそ，ら〔て、限りある鷲源をr一孫に確すとい1考えケを広めろ′くきだと思し、ます  

什有れ将来を考えれば、老人角押3割、妊婦検診の全てを無料化すろことが望呈しい々   

採血をしない時＝バ0（）点以ド（診察1Filで詑させていただいているので、懸者様によっては  

ヒ鮮ナ）れよす（明細が良くナ）かる）′三た、後期高齢者診療科を策定するには、スタソフを増員  

し／ヱいといけないと′甲プ、われますが、その分のお金の余裕があり去せん 

222  ニの制度1i聾者無視の制度と考える 四     魚何が贈十人もいると思います採血をしたときに金額が増す方が乳首横車，i沌を払いやすい      ，    ノ   

lり9  止めたんが良し㌧   

2り0  保険It／亡る くくIi与綿に和い′F二い㌣寸   

∵←十1  r間がかかりすぎて簡ントごき′ごい ヰ，一）と簡略にE一こ篭  

サメ】先．三での縮合サり・定／ごど、文辞にこノて幸一謀昧十けハ  

寝たきり、認如釦ノ進んだ人から、ノ亡ノ式に昏〔」Lていフ  

くいのPほないかと′隼Jつ   

202  後期高齢各診療科等で地域【東城か保て5慎療・介詣再Ⅶ  

横料びつ急な囁止はやダ）てほLい 

203  二♂）制†釘ヱ、無用があるとよりし、ま十  度∩紙に扉し   

2〔）1  机卜のプラン、絵i二吾いたモナでLを〉る   

205  後期高齢者診療科の昇′どを始が「r特に紛隊内容がせわ′  

加にノ川え、患者・ハ tFllに狛ムう‖上線四顧が検査叫以う  

Lて隼間の受診致せ少し滅亡．していま寸1′安定した患j  

る部分があると．聖います凍携医標機関軟等が少†亡いG  

恩給礫料を輝定しやすい診場所かと思います 
20バ  全くイこ合戸ぎな制度だと．毀います   

207  必琴なし′′＝   

208  ・ヤ絶と電J、「後期高齢者診糠料」ほ絹してヰ〉r」いたし  

症など） 
209  時間がかかり過ぎの為（書簡作／」モ等）必要な診療が雑l  

である   
21〔）  計画さ通りの診横が‖来る患者トt殆ど′亡く、蒸類紺て成，  

r・走です′   

211  事務的な什辛が増え、必嬰な検査i‡できず、イこ漕げ）多t   

212  塵汗してけど1ですか   

213  後期高齢者診療科の内容を卜分理解せず、とりあえずノ  

宣で通りの方法で特に不満けみ〔，れません，医師の牒  

とi土、吉舎増する互侭お⊥び診療Jれるノノからみて両者  

（医標は挺師l人でけhう和士‾Pき三せん多く♂）＝フノ   

2」4  ・「計画許の作成」け、計画l的な検査が続ぎ軒数け少な  

本E】の言を焼付容目上、本人に役に立→や烏′レナ山、と某  

碓の連綿川」とLて持、投にた′〕り．！リ）オ1なし、∴ま  

画加闊）する点数とLて、計L面的こ‡を標を促すに1主役、ンニ′   

／1＼  20年二前Lり愚老に対して、治撥紬桝をノつく′）そオtぞjli  

いまさらと考えている イけし、l川）、r、1t′左すぎ、†畠二L  

いろ上∴配・） 二れはょい制度でi 

自由にお書き下さい白  

しノぐ寸∵ してlモしい  高齢苫に牧  

、山円㌃じいか硝牒lぎゎ齢占とい てヰ、  

ろ人まで様々／ハ〃で、  律／招；‘iとりに   

札止しを求める 後期1；齢苗診  

靭度考えるg、繋があろし県し  

ることほあり÷セん  

外；i㈹聯に／亡一〉たのて  

それで理解Lてい′▼いてい  

把握がJ′りやすい血け、楼期高齢  

、「・適んここ亀石室・増やして欲しし、〔骨¶し挺  

こなる傾「－1－】があるハ 合性it取らノ′▲：い卜定  

繁雑なため、↑イ「ド撲りで厄j出版l†、げり）  

届け廿はし≡しノた力、 

札ヒiノてほ付）（りえで王て要／亡診惰穴子J▼う二  

とヰ）にイ、宇にノ∫る（Jリ）ヒキえらオLまrF  

ディカ′レノ）協ノ」与′Jg【建とするヰ．ノ1です）  

ご～：＝rjlは仝て症例で子J／）ごいろ  

、われろ 続．み止していろ人け少′ハ、 家  

J〕．診療科とし てけ、加牒：診標計  

／）しと【粧いれろ  

こ検査恥†a与ヰ、たサ、絶叫し  

てヰ、1、′ヒ」l■〕 そ－ハ‖和t十 ′・†にLて  

■後期高齢者診療科lこ間してご意見がございましたら自由にお暮き下さい。   

年こ々医郎の増加（相中前、3れ年前、10年前の医師数の統計をみればかなりのスピードで医師数  

は増加）、それに伴って釦里の医梶、高価な医薬品を含む医用材料・前受の検査、今後もまだま  

だ医療せ・医礫に要する費用はウナギのばりで糟人すると恨いますり 後期高齢者診域料、酌ま  

70才∴80才それ以上のぞ人にまで負担を求める制度だけはさけたいと長町配っていたが（医療  

制度がバンクするこr前であるからとの動llrP）、保険制度け単純化、1本に絞一）て支脊の増大を  

どう対処Lていくかなど、今回的な形で国民意識を高めつ／）、抜本的な形で解決しなりれげな  

らない時期にきていると粗ii考えます 

237  他医棟機関への受診の謂暫が困難な為、J剛りとして後期高齢者診横料を算定Lてい／∫い一 回が  

あ／）てもまず当院／＼の受診や連絡が優先されろことが確実な患者さんにのみ讃鼎L、納得され  

た棍斜こ肯定することにしていろ‖ 計画寿の作成t交付にかかる手間ヒマIl人したらのでない  

と．【さプ、／」ているが、症状の安定している慢性疾患の患者さんげ）病像を分析して診橋計画を、ナてる  

という什琶にどれ程の臨床的息義があるのか疑札1勘こ点数計算⊥欄高潔かの観点でしかとら  

え⊥うのない指導脊押出せ儲潤する側も、みんなで反対しようと扇動する側も、臨床の現場と  

か医師患者間係とかの「英態をわか／）ていないのでほないか。二んな小袖＝で不要な検脊を減ら  

Lたり ドクタ岬ショツビングを抑制したり、患者の受診動向を統制できる（医療費肖り滅に少  

しでも寄与できる）などと1えるなら、そういう人達とまともに確論する気になれなし、r 人頭  

割を本局で考えるなL、それを骨rとする政策を明確にLないと、議論は空回りするだけであ  

る 

23H  かかりつけ医に拘束されたくないと思う思都i卜2割います。しかし医師と信頼関係を得るた  

瑚こ往けりた方がいい。2′1時間対応してヰ）らえると勘違いしている患者が多いので少し因って  

いる（検査スケジュー′レに納得しない患者もし、ます。   

239  料金がやや■左すぎる。   

コ1U  書類負杓が増え、見合う加ノ・∴（が無い。患者櫛幕内容が同じなのに、待たせる時間のみ増加した。  

他♂）挺棟機関との ‾取り合い」が隼じ、むしろ病院、診療連携に支障をきたす、なぜ、Jll回  

び）語碩篭定の‡1の負担が増えるのか理解できた他者は皆無r．急変時、ど1詩定するか迷い、腱  

鴎披留が登′卜すろ信二碗があると感じる′，昏昧のない、むしろ有害な制度と思うので、堰止希乳   

241  篠期高齢者診療科を拝走Lていろ悠首とLていない患者に対して診療1：何ら蕎貝ほないのに点  

数及びE‘】J負担苓削こ展があることに何となく心苦しい．1声いをしている‖ 申請Lた事に対し幾分  

後悔している所があります 
コ42  ∫j垂干條を持／）ていただくことは必須と考えます又、お華子帳を持′〉て束なかったガに／）い  

てi土、この診棟科の5割増しが謂牒できろようにしていただけたらと考えます（制度との患者  

様側への催Lがないと、ご本人・ご家族の協力が得られません．）ヶ 制度その史Jのは射、と考える  

も，のの、患者様がiこ体的に参加できるような制度廃止の軋鼠が必要と考えます々 75J－◆以トの方  

については、特にこの上うな雪が行われるペきと考えます   

■後期高齢舌診療科に関してご意見がござ   
22：）  後期高齢者として分りて診増することに反対  

叶敵。避牒作成の下問が人変 

いるナノがノトなりいる、、変形関節症や変形作劇  

たせん 例えlで、主二痛が変形性膝関節症、n  

斤）るにヰ｝かかオ）らザ、後期高齢古語糠が静定  

いるゾ）に、含ダ）ていただけないけ）でLよう／   

226  後期．斑齢古語糠料についてけ／Jきりと用瀬L   

／／丁  後期菌齢者詑糠料Ii現場に即Lた制7度と（tJ  

る、   

22指  システムだけをはると良さそ・‾」に札えるが、  

鳩を‡Jつと知るべき   

22？  二の利潤汀l体′、の反登が鼎常に強いです（p   

2：iO  忙しい時にほ言今碩計画舟リバl成け大雄です  

くl：ノいなので、コスト血でJ1むL．ろヰ上人Hl  

横杏をした時iこは余計にJi金を払う用土、Jう禦  

企を、それも以前より多く払う川1納㌍雪がし  

なり多くなりますそれを考えると、斡定ヰ  

Lなくてヰ▲、言葉で説明し、コミュニケーン   

2：11  高齢者言合療杵キ算定Lて素量綿をみたが、ト汀  

い上うに草子う、J   

232  全句・附属に良い所を韓l答化し．て了Jうcりなら刊  

いし、イ言†Ilできない   

23：！  6（頂点でH、やl！り安い1工とい∫）感しで「‡  

頂きたいと′】liミいますr   

2：！‘l  温度陥′青苗（（i5／r以卜で後期高齢甘言亥、■いl  

に対し（i00点でヰj負九＝1かけに‘こい某、F  

生活は困難なため、二れ以卜び〕負車＝t難しし  

ての老人に後期高齢苫診婿料び）算定二を・Lたし  

きません 
235  国‖∵れを導入すると医療費が2（）0へこ】00億7  

増えて協／」寸る医石が増えると持考えにく＼  

返しr、また月に必【rコLL】l以l‘来院するよニ  

があがるようにlノている医占■が多数いる二±  

うという考えノブは合理1竹Ff：上しり／～よてでと。望、ニ  

でほしい】医者日医樟をLたいので；産毛∴丈√ナ   

いましたら自由にお書き下さい。  

愚者にこのシステムを理解してもらう了とが†  

性濡  
骨机だダムが含まれてし、／言いため、隠山■でき  

高齢古拙針！柄で  へ仲店′柱糾約勘．1三とい＝鼻汁圧、  

／亡tど∴慢作柄のf】勅旨か多く  走できないわけで寸． 

丈、推城中I等ソ）軋胤二卓」欠ける制度！一占え  

美牒紺旬こil機能さサろJ）けtネ］軋 机卜ソ）告組〕域  

t sld e）ノ届州！t封ノこが、籠11二′こし′です、、  

k、洛f一着いている患者さんにil、検た；こ句こ＝・1  

しかし、卓JLも／、が恩賞トご／」た－1  

棉倉をlてい′ごい時半」、「 村   

3割負押げ）人il、裾負声1がか  

がるとノ叩いまう 
ぺだと。t．I～いま▼J、が、  

、か／こいと聴い壬勺  

1る気持tJjこ／fれません 玲定Lなくて4、．丈斉に  

ノ′ヨンはとれると′隼ナいます  
吾l輿にとノjrヰ】密古にとノ）て卓▲虐〕妄りメ  

構成Pあるが、高調り打∵＝粧 ノウlけてし理解でう㍉  

】人l附 XI〉Eて含んでいろ直て、叶れて り㈹。卓【さ、  

Fい7転機法ヒいl割負持とな／）r▼精神瞳′声T  

動輪老ぃ小人り阻優に燕化L∵おり、＋鋸≠疇‖常   

t，う根粒であろ「し、▼寸¶れ困ろ折半什引くです。李  

、でナ L′二、L、‖武備け）作lる†＝｛をカイ∴り称定∵  

減るとい′）ていろ、，滅41に／ごる〔／バニハト′＼－一一ばかり  

、、今間登l矢で問閥なげ、（i簡Itけ亡織査を札【l∫＝こくり  

）に2月間柁楽をして箱凋＝  含浸：的に、殺人限収人   

定郁F生硬、【！1い】ミ今槻料をL／ノかり支払  

rフ・一／てこれ以l雑榊を▲贈やさない  

二を磨くごとiま増やL′ホくないげ〕Pオ  

－59．   



問4 質院の診療科目について抜当するものを全てお選びください。（0はいくつでも）  
なお、貴院が一般診療価で複数の科目を選ばれた場合、主たる診療科目の番号をご記入ください，  平成20年度鯵■線引改定結集檎鉦に係る■暮（厚生労●雀卓託事集）  

後期高齢者診療科の算定状況に係る鯛査 綱査震  01内科  

02 呼吸器科  

Oj 消化器科（胃腸科）  

（対 循環器科  

05 小児科  

（枯 精神科  

07 神経科  

08 神経内科  

（沖 心探内科  

10 アレルギー科  

】1リウマチ科  

】2 外科  

13 整形外科  

t4 形成外科  

15 美容外科  

Ⅰ6 脳神経外科  

17 呼吸器外科  

l＄ 心臓血管外科  

Ⅰ9 小児外科  

20 産婦人科  

2Ⅰ産科  

22 婦人科  

23 眼科  

24 耳■いんこう科  

25 気管食道科  

26 皮膚科  

27 泌尿器科  

28 性病科  

29 こう門科  

30リハヒー咋－シ】ン科  

5I放射線科  

32 麻酔科  

3）歯科  

】4 矯正歯科  

】5 小児歯科  

36 歯科口腔外科  

（複数の診療科目を選ばれた般診療所のみ）主たる診頒科目の番号をご記入ください。→   
●特に指示がある場合を帆、て、平成20年10月1日現在の状況についてお答え下さい。  

●数tを記入する股間で、駄当する書・蜘が■し＼甘食は、rO」（ゼロ）をご記入下さい。  

■本■董禦のご記入日・ご記入書について下轟にご記入下さい。  

■査禦ご記入日  平成20年（   ）月（   ）Fl   

ご記入担当者名  
連絡先t諮番号  

連絡先和書号  

■t鏡のモーについてお仰いし辛す。  

間2 書院において施設基準の届出をしているものとして鰊当するものをお選びください。（0はlつ）  

Ol在宅療養支援診療所   02 在宅療養支援病院  03 01・02の届出無し  

間3 貴院の且遮曇として榛当する選択肢番号に○をお付けFさい。（0は1つ）  

01国（厚生貯蜘，独立行政法人国立病院舶周立大字故人独立行政法人芳●者寸康橿社機構．その他）  

02公的医療機関（あ道府県．市町札日赤．済生会北海道社会事業協会．年生連周民tよ操鹸団体連合創  

0コ社会保険瀾儲眉体（全現社会供良性会連合会．＃生年金事♯振れ吼書♯保汝組合．共済組合屈民ヰオ体験組合等）  

04医療法人  

05個人  

06その他〔公益法人学校法人社会犠触法人庖鞭生吼会社．金軋その他法人）  

一60－  

上記間6で畿期暮齢書柚こついて「02算定なし」に○をさ九た方は、8耳の間21にお遭み下凱、。  

「01算定あり」に0をされた方は、以下の間7から間20の股間lこお答ぇください。  

■㈱の暮走状況についてお伺いし辛す。  

平成邦字8月から10月の期間において後期高齢者診療科を算定しており、かつ前年の平成19年8  

月から】0月の期間においても診療にあたっていた患者について、餌で診られた患者【ただし 魚 性柄変併発の患者を除きます）を主病別に5名始動、ただき、†前年と今年の国政の董化Jllに各項目  
の回数（頻度）の変動状況として緋当する潜択臆番号1つに○をお付けください。（0は1つ）  
併せて、回数（頻度）に変動がある項目については、その理由に旗当する選択肢を下記「■変化の  
理由」口内より選び、咽畿に文化がある書合の理由」■における当妓番号に○をお付け下さい。該当  
する＃択肢がない場合軋「即その他」のカツコ内に自由にご記入の上、当餅番号に○をお付け下さ  
い。（0はいくつでも〉  

間7 空風呈吐生」且月＿における75歳以上外来患者数及び後期高齢者診療科の算定患者凱こついてご取入く   

ださい。なお、内訳としてそれぞれ睾病（重複疾患の臨合、 鳥1、車な病気）鳩着教・来院回数総数   
についてもご乱入ください。   

また、昨年の空虚」且生」且且時点における75歳以上外来患者についても同機にご記入くださいb   
粟1 rその他の後期ホ鯵着鯵療軌こ規定されている■性疾凱には、結棟、甲棚障害、不軌、心不全、脳   

血管疾患、ぜんそく、気管支拡彊症、▼オ瘍、アルコール性サ性＃炎を主柄とナる患者が絨当します．   

（t）75歳以上外来患者数（二■虚20鐘Il月）  人  
患者数  来院回数総数  

（2）［再掲］糖尿病  人  回  
り）［再掲］脂質異常確  人  回  
（4）［再掲］高血圧性疾患  人  回  
（5）［再掲］認知症  人  回  
（6）［再掲］その他の後期高齢者診療科に規定  

されている慢性疾患薫】  人  回   

（7）後期高齢者診療科算定患者数（平l■20鶴11月）  人  

患者数  来院回数総数  
（8）［再掲］糖尿病  人  回  
（9）〔再掲】脂質異常症  人  匝I  

（10）［再掲】高血圧性疾患  人  回  
（1t）「再掲］認知症  人  回  
（12）［再掲〕その他の後期高齢者診療科に規定  

されている慢性疾患事1  人  回   

（1j）75歳以上外来患者数（尊慮け畿11月）  人  
患者数  来院回数総数  

（14）［再掲】糖尿病  人  阿  
（15）［再掲］脂ぎ異常症  人  回  
（16）〔再掲］高血圧惟疾眉  人  回  
（け）［再掲】認知症  人  回  
（t8）［再掲］その他の後期高齢者診療科に規定  

されている慢性疾患※1  人  回  

0】他医標機関との洞整を行えているため  

02 他医療機関よりの患者に関する情報館供が増えているため  

03 必要な検査等の見直しを行ったため  

04 定期的な後期高齢者診療計画書の作成により、医学管理が行いやすくなったため  

05 後期高齢者診療計画書の作成時において患者（あるいは家族）からの希望があったため  

0¢ 患者の心身の状態に変化があったため  

07 その他（  1  

‰】主病糖尿病の患者について  
前年と中年の固牡の暮化  回数に責化がある■合の理由  

（1）3ヶ月間の総通院回教  

（2）生活機能の検査頻度  

（3）身体計汎の頻度  

（4）検尿の傾度  

（5）血液検査の頻度  

（6）心屯図検査の頻度  

♭2 圭柄脂質異常症の患者について  

前年と今年の回数の■化  垣牡に■化がある暮台の理由   
（り〕ヶ月間の絵通院回数  OI増加 02ま化なし ○ユ減少  ＝今  Ot・02・○）・04・05・（帖・07   

（2）生活機能の検査頻度  01坤加lα2変化なし Oj♯少  ＝＝⇒  Ol・02・0）・04・05・（帖・卯   

（3）身体計測の頻度   別増加 02蜜化なし 肘減少  二｝  Ol・02・0）・04・05・（妬・0丁   

（4）検尿の頻度   0】増加 02ま化なし ○‡減少  二手  01・02・03・肌・05・06・07   

（5）血液検査の頻度   01相加（投資化なし 0】繊少  二⇒  OI・02・0）・04・05・（帖・07   

（6）心電図検査の頻度  01相加（柁変化なし 0二l汝少  ＝？  Ol・02・01・04・05・恥・07   

‰3 主病高血圧性疾應の患者について  

前年とサ年の回数の嚢化  回数にた化がある叫合の理由   
（1）3ケ月間の総通院回数  Ot相加（ほ変化なし ○】減少  ＝⇒  Ot・02・0）・04・05・（帖・07   

（ヱ）生活機能の検査頻度  011曾加】0：と変化なし 0二事減少  ＝＝⇒  ひⅠ・02・0】・（叫・05・00・○？   

（〕）身体計測の頻度   0】増加 02変化なし Oj蠣少  ＝）  01・0：〉・0）・（叫・05・（帖・07   

（4）検尿の頻度   01t■加 02変化なし 0ユ醜少  ＝｝  0】・0ユ・0）・0ヰ・05・○‘・07   

（5）血液検査の傾度   Ot増加 02変化なし 0】練少  ＝〉  Ol・02・0）・04・05・（枯・07   

（bト亡、電図検査の頻度  Ol増加 0ヱ変化なし 0】減少  二）  01・02・0）・04・05・（略・07  



R－4 し柄 諾、加1症t／）乳首について  

前年と今年の回数のた化  回豊臣＝嚢化がある増合のl電由   

＝）〕ケノ＝間の練㌦院回数  Ol増加 0コ 変化なし 01減少    （）1・りヱ・U）・t）d・0く・‖｛ ▲07   

（2）1イ舌機能び〕検査頻度  OI卿刀 0ヱ変化なし（乃ボ抄    ‖・02・01・桐・（jく  り石・n7   

り）身体計測の頻度   0】相加 0コ変化八：し Dl減少  ）  l）1・0コ・tり・（14・丹【」け；■（バ   

（4）検上衣〔r）頻度   刑 増加 0三度化なし Oj減少    り ・√）コ・（〉1 ■l）ヰ・リー・Lわ・〔17   

t5）血液検査J）楯度   Ol増加 02変化なし 0】減少    りl・（lヱ・（））・l）4 －りぺ  ヰ   

（b）心電【ズ】検磨の傭度  Ol増加 0ユ変化なし Oj減少  ）  け1・nヱ・0〕・掴1ノラL－わ・7   

㈹＝ 貴院の75歳以卜の外来患者に対して、後期高齢者診療科を算定できない愚者がいる場合、その理由  
に揉当する農択肢の番号すべてに0をお付けドさい。抜当する鋼択肢がない場合はその他のカツコ内  
に自由にご記入ください。（0はいくつでも〉  

Ol患者が稚期高齢者診療科を理解することが困難なため  

愚者・家族から律期高齢者診療科の算定について同意を得ることが困難なため  
患者が萌定対象者としてふさわしくないと考えられるため  
他の医療職間にて既に叛定されていた、あるいは他の医療機関が算定する予定のため  

息者の限薬状況お上び薬剤服用摩を経時的に管理することが困難なため  
「）6 患者に必酎亡診療を行う」で現行点数では医療提供コストをまかなうことが困難なため  

07 75歳以トの外来患者に才；いて輝定していない患者はいない  

OR その他（  g＿5 i三病その他（結按、甲状腺障害、不鞍祈、心不全、脳血管疾患，ぜんそく、菟℡曳拡剰官  

ル性慢惟膵炎）の愚者について  
＿．∬＿【川  

前年と今年の回数の辛化  回数に変化がある場合の甥床  
＝13ケノ川朴／）総通院H数  Ol増加肛三変化来し 朋＝蠣少    nl・llヱ・0）・仙l＝〃 、1小・7   

（三J′ト活槻駈〝）検査頻度  0】It加 0ご変化くこし 0コ 減少    M ・l）2・nl・叫・り5’1■ろ  り   

（ユ）身体計測の矧宴   別増加 0ヱ変化なlノ 01減少  ⇒  nl・0二≧・（）1・【〉4・0く  （ い了   

（4）醸成げノ頻度   8】憎伽 02変化ナ亡lノ Oi減少    り1・0：〉・Ul・（川・l）く・・】6・り7   

（5）血液検査の頻度   Ol増加 0コ射ヒなし 01減少  〉  り1・（lコ・い1ト冊・∩く （・りつ   

（b）心一屯囲梅香の峨座  Ol増加 0コ蛮ノヒ1ごし ロー減少  ロ  Ol・0コ （1さ・（）4・りく ‥佑・′7   

】ユ 象院にて後期高齢者診療科の算定を途中で止められた患者がいる格合、その理由に抜当する遜択肢   
の番号すべてに○をお付け下さい。該当する選択肢がない場合はその他のカツコ内に自由にご記入く   
ださいら（0はいくつでも）  

0王 他の旗療欄間との調憎が開難なため  

〔1ヱ 後期高齢者診療計画書などの配敲が負担となり胴＃なため  

0〕患者の状態変化等により必軍な愉奄等が十分に実施できないため  

u4 唇音（あるいほ家族）上り従来の診動こ戻して欲しいとの希望があったため  

けく 愚者の思惟増照のため  
恥 求めらオーている要件に対して診療報酬（600点）が低すぎるため  

0丁 その他 r  

■後期高♯書診♯計画書零の作成状属についてお伺いします。  

閃tOl財院にて後期高齢者診療科の算定をほじめられてからこれまでに、下記項Fjグ）それ屠‘ナー∴  

効果はどの程度ありますれ 効果の程度に抜当する調択脹を下記「■効果について」しけ勺上  
r効井の穣丸■における甘線番凱こ0を1つお付け卜さい。（0は1つ）  

Olきナつが〕て効果がある  

口2 やや効果がある  

03 どナノらと‡J云えない  

04 やや効果はない  

05 ほとんと効果は／亡し  
間14 後期高齢者診療計画書の作成にかかる時間はどのくらいですか。平均的な（作成l桓j当れの）所要  

時間（分）をご∃L人下さいっ  

筏婚植】師宣莞、項計画書の作成二倖てバーれ酌た（作成1lLl、L寺たり）Fリ‡要時l琶】  01恐片肌′ト身♂、軒況や妹解二′）いて鯉γ†的／ご管列り巨  

りコ 輿石し㌧〔身♂ノ玖捏ヤ娼、飢／）締胤ニ ノし、て相続机ナ、、管理を寺J  

り1（！1基ノノ他JJ：ゝ。糠機閲へ肌・立診状況＼‡1かソJ7．コ ル阜丹畑一 一 ノ 王互≡垂互⊆車重三  
‖  りヱ      可  

・二 ，・   ⊥  ’  

りコ  
仁  後期痛鈴 音診穣計廊苔を紀掛寸る際に要一す「ろ患者へl′j説明豚恥こ限らず音詩師事も含むj時間は、  

の）郡明時澗＝分）をご記入Fさい′  r勘く」）いですカ1レ ポ均的な し患者1上ゝ当†   u4 侵l占に町1ろ他ゾ）こ小撥穐憫シソノ言！塘 撞か，f才覚・′）亀楕キト甘ト  

は  権柑頼・掛鋸鋤汀欄戊山狛軋用掴甘乙乳かりり甥儲町据  口5 悪かり購鵜妹押・製紬1  （1t ■l）ユ・  lJ＋‘   

（ l）ニ     しJ l  ∪ 坤  ぷ  0（、r†1紆】村か美施寸キ腱虻  

－65－  
lハ」・  

閻ほ．後期蔵僻耳診療計血霹に紀載され いノ〕緊急時の人院軋病院，ンノし1∴その、拝均施設料乙言・リ  

ヽ・  貴院が後期高齢者診蝶料をt人卓）算定されていない理由として祓当する選択肢の寸／こての番号に○  
をお付りトさい。綾当する劇択肢がない場合はその他のカツコ内に自由にご言d人ください。（0はいく  

後期高齢古語棟計画動こ記載の緊急時入院笑病院数  
患者が後期高齢者診療科を理解することが開襟なため  
愚者・家族から後期高齢者診襟料の算定について同烏を得ることが困難なた椚  
他の医療機関との調整が困難なため  
患者に対する他の医接穂関へのせ診の那整が鯛難なため  
後期高齢者診療科に係る診療計画苗や本F】の診療内容の要点の作成が困難なため  

間17 一後期高齢者診療引画者」及びr本Hの診療内容の要点」に／）いて、項りの過不足や最〕‘桐／＼  
円など、記載に関するご音見等がござい諾したら良体的にご記入くたさいい  

「1後期高齢者診療計画書について  

06 患者の服薬状況および薬剤服用歴を経略的に管理することが困難なため  

07 後期高齢者の療養を石うにつき必磨な研修を受課する（させる）ことが困難なため  

08 患者に必要な診療を行う1・で現行点数（郁0点）では医療提供コストをまかなうことが困難なため  

09 その他（  

「ネこ【】J）診療内容の要点について  

■t後に、後期暮齢書診療科に関してご貴兄讐がございましたら、下欄に自由にお書き下さい。  

■後期高齢者鯵療料に係る患者の理♯度・満足度などについてお仰いします。  

E以上外来患者にみる後期高齢者診療科への理解腰や希望J）状   

l音数をご記入rさい。  

平戚コ○年10月  

人   

、希望（「柿酢 していろ  人   

できていないが、希望 佃】唐）していろ  人   

、希望（f孔章）してい／〔い  人   

できておらず、希望＝lけ箇）してしイハ、  人   

不明  人   

にしていない  

間19 平成20年10月における禽院の丁5歳  
況について、以下の項目別に妓当する患  

（1）75歳以l♂）外来愚老の′夫人放  

（2）i再掲】後期高齢者診療科を理解でき  

（3）軒掲】後期高齢者診療科を 部理朔  

（4）再掲〕後期高齢者診糠料を理解でき  

（5）杏掲】後期高齢者診療科を一部理解  

（6）麻掲】愚者の理解度や棺望の状況は  

（7）再掲1後期高齢首診標料に係る説明  

股間lよ以上です。ご協力まことに有り難うございました。  

記入■れがないかをごヰ躍の上、12月19日（金）までに、同封の遁慣用封tに入れてごせ西下さい。   



徽鞠高齢著にふさわしい廣♯の実施状況■暮1  

故勲纂鴨著■徽料に係る■暮 血書■鸞丁  

≪「後期高齢者診療科」とは≫  

O 「後期高齢者診療料」は、75歳以上の方に対して、心と身体の状簡に辞  

しいかかりつけの「担当医」（医師）が患者様の慢性的な病気を総合的、  

継続的にみるための制度で平成20年4月からヰ入されました。  

O 「担当医」は、「後期高齢者診療科」の対象となった方に対して、「後払  

棚帽十画暮」をわたし、病状や検査のスケジュールなどについて  

説明することになっています。  

○ また、診療を行った日には、その日の検査や次回の予定などが書かれた   

「本日の診療内容牒属撼」をおわたしすることになっています。  

［ご記入に際してのお願い〕   

1）各設問の回答方法をご確認の上、ご本人またはご家族がご回答ください。  

2）分からないもの、回答できないものについては、空欄のままでも結構です。  

可能な蜘でご協力ください。  

3）選択肢の間については、あてはまる回答の寺号を○で囲んでご回答ください。  

「その他」を選んだ場合は、（  ）に具体的な内容を記述して  

ください。  

4）回答が終わりましたら、調査兼を指定の封簡lこ入れ、封をしてからそのまま  

ポストに投函ください。  

5）調査に関してご不明な点がある場合は、下記の「コールセンター」までお問  

い合わせください。  

間1．医師から「後期高齢者診療計画暮Jをもらったのはどの月でしたか。  

（○はいくつでも）  

ア．4月 イ 5月 り．6月 工．7月 オ．8月 力．9月 キ．10月  

間2．「後期高齢者診療l十画暮」をもらうようになった前と後で、計画書をわ  

たされる病院・鯵欄所への通院の回数は変わりましたか（○は1つ）。  

変わっている≠含は、その理由もお答えください。  

ア 回数は増えた  
イ．回数は減った  

っ，変わらない  

エ、わからない  

間3．あなたが今、通院されている病院・診療所は全部でおよそいくつ（何施  

設）ありますか。  
≪コールセンター≫  

TEし0120－556－91g（月”金9：30－＝：（旧）  

通院されている病院・診療所の全数  ：約  施設  

間4．「後期高齢者診療計画暮」をもらうようになった前と放で、通院されて  

いる病院・診療所の数は変わりましたか（○は1つ）。  

ア．数は増えた イ、数は減った ケ 変わらない エ．わからない  

＿69＿  ■6R＿  

間5．「後期高齢者診療書十画暮」をもらうようになった前と後で、検査の回数  

は変わりましたか（○は1つ）。  

間10．「後期高齢者診療計画書」をもらうようになってから、気になったり疑  

問に患ったことはありましたか。あてはまるものすべてに○を付けてく  

ださい（○はいくつでも）。  

ア 医師の説明がわかりにくくなった  

イ．医師から受ける診療の内容が減っている  

り．医師が暮類■を書くことに気をとられている  

エ．医師から受ける診療の時間や待ち時間が長くなった  

オ．説明があれば、定期的に暮類書をもらわなくてもいい  

力．悩みなどを相談しにくいままである  

キ．生活についての不安がなくならない  

ク′ その他（人体的に  

ケ．気になったり疑問に思ったことはない   

ア．数は増えた イ．数は減った っ．変わらない エ．わからない  

間6．「後期高齢者診療計画書」をもらうようになった前と後で、処方される  

薬の数は変わりましたか（○は1つ）．  

ア 数は増えた イ．救は減った っ．変わらない エ．わからない  

間7．「後期高齢者診療計画書」をもらうようになった前と後で、診療にかか  

る時間は変わりましたか（○は1つ）。  

＊書類とは・・・医師からわたされる「後期高齢者診療計画曹」や「本田の診療内容  

の要点」のことです。   

間11．後期高齢者診療計画暮をもらうようになった前と後で、計画書をわたさ  

れる医師から受けた診療などについて満足度が変わりましたか（○は1  

つ）。  

ア．長くなった イ．短くなった っ，変わらない エ．わからない  

間8，「後期高齢者診療計画暮」をもらうようになってから、計画暮をもらつ  

ている所の他に通院されている他の病院・診療所で、「後期高齢者診療計  

圃暮jや「本日の診療内容の要点」の内容について きかれたことがあり  

ますか（○は1つ）。  ア．とても満足に思うようになった  

イ．満足に思うようになった  

り，変わらない  

エ．不満に思うようになった  

オ とても不満に思うようになった  

ア きかれた  イ，きかれていない   り 覚えていない  

間g 「後期高齢者診療計画書」をもらうようになってから、よかったと患う  
主上はありますか。あてはまるものすべてに○を付けてください（○は  

いくつでも）。  

間12 「後期高齢者診療計画暮」及び「本日の診療内容の要点」について希望  

やご意見がありましたら、下欄に自由にお暮き下さい。  
ア．医師から受ける病状などの説明がわかりやすくなった  

イ．治ま方針など今後のことがわかりやすくなった  

っ 先になったことや悩みを相談しやすくなった  

エ 安心して生活をおくれるようになった  

オ．医師や看護師などに対する信頼が深まった  

力．他の病院一診療所に行った時、自分の状況を説明しやすくなった  

キ．その他（人体的に  

ク よかったと思うことはない  

□後期高齢者診療計画書について  

・
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ロ本日の診療内容の要点について  

－70－  －71■  



間13．あなた（患者様）自身のことについて、お伺いします。  

（1）性別（○は1つ）  

ア 男性  イ 女性  

（2）年一幕（○は1つ）  

ア．丁5■－79▲  イ．80歳～84i  

ウ 85鐘－89鐘  エ 90▲以上  

（3）この調査兼を受け取られた病院・診療所に通院するようになってどのく  

らいですか（○は1つ）。  

ア1年以内  イ．2～5年  

り．6～10年  エ．11年以上  

（4）この調査震を受lナ取られた病院・診療所に通院する回数は1ケ月にどの  

くらいですか（（）は1つ）。  

ア．1回  イ 2～3回   

り．4～5回  エ．5回以上  

（5）あなた（息看様）の後期高齢者診療計画暮に書かれている病名はいくつ  

ありますか。  

（6）あなた（患者様）の後期高齢者鯵欄射頂暮に暮かれている主病はなんで  

しようか（0は1つ）。  

ア．♯尿ホ  イ．脂賞異欄應  

り．高血圧性疾患  エ．認知症  

オ その他  

（7）本アンケートの一己入着（○は1つ）  

ア 患者様ご本人  イ ご家族  

投問は以上です。ご協力まことに有難うございました。  
記入漏れがないかをご確認の上、12月19日（金）までに  

指定の封筒に入れご返送ください。  

J＝、）   




